
 

 

 

 



資料１ 

地域未来投資促進法による手続き 
・令和３年９月  基本計画      （国）同意 
・令和４年９月  土地利用調整計画  （府）同意 
・令和５年１月他 地域経済牽引事業計画（府）承認 

 
同法の特例措置を受けて原則不許可である 

・農振農用地区域からの除外 
・第一種農地等の転用許可      が可能となった 
                 

農業振興地域整備計画変更（農用地区域の変更）
【農業振興協議会に諮問】 

地区計画（案）              
【都市計画審議会に報告】 

農業振興地域整備計画変更（農用地区域の変更）
【農業振興協議会から答申】 

地区計画                 
【都市計画審議会に付議】 

農業振興地域整備計画変更（農用地区域の変更）
【策定】 

地区計画の決定 

開発許可 農地転用許可 

 工業用地完成 

造成工事着手(R6.10月～R7春) 

開発許可申請 農地転用許可申請 

開発許可 農地転用許可 

開発許可申請 農地転用許可申請 

各種手続きの概要 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                  

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の関連する計画において、産業立地の位置づけを行っている 
・第６次総合計画 
・産業戦略 
・都市計画マスタープラン 

【産業関連】 

【農地関連】 

市街化調整区域における 

地区計画の運用指針 

【都市計画関連】 

令和 5年 4月 

令和 5年 8月 

農振農用地区域からの除外の準備が整った区域から着手 

令和 6年 1月 19日 

24号西側工区 24号東側工区 

令和 6年 10月 11日 

各種手続きが完了次第、工業用地の造成工事に着手 

ものづくりエリア 

令和 5年 9月 

令和 5年 11月 



概要図 資料２


